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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内燃機関から導かれた排ガスによって駆動される過給機の洗浄のための洗浄剤が貯留さ
れた洗浄剤貯留部と、
　前記内燃機関へ導く圧縮空気が貯留された圧縮空気貯留部と、
　該圧縮空気貯留部の前記圧縮空気の一部を前記洗浄剤貯留部へと導く第１配管と、
　前記洗浄剤貯留部に貯留された前記洗浄剤を前記圧縮空気とともに前記過給機のタービ
ンへと導く第２配管と、
を備えた過給機洗浄装置であって、
　前記圧縮空気貯留部から前記内燃機関へ前記圧縮空気を供給する圧縮空気供給時に、前
記第１配管を介して供給された前記圧縮空気によって、前記洗浄剤貯留部に貯留された前
記洗浄剤が前記第２配管を介して前記過給機のタービンへと供給され、
　前記圧縮空気供給時は、前記内燃機関の停止後に残存した排ガスを排出するエアブロー
時とされることを特徴とする過給機洗浄装置。
【請求項２】
　前記第２配管には、前記過給機から前記圧縮空気貯留部へと向かう流れを妨げる逆止弁
が設けられていることを特徴とする請求項１に記載の過給機洗浄装置。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載された過給機洗浄装置と、
を備えていることを特徴とする過給機。
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【請求項４】
　請求項３に記載された過給機を備えていることを特徴とする内燃機関。
【請求項５】
　内燃機関から導かれた排ガスによって駆動される過給機の洗浄のための洗浄剤が貯留さ
れた洗浄剤貯留部と、
　前記内燃機関へ導く圧縮空気が貯留された圧縮空気貯留部と、
　該圧縮空気貯留部の前記圧縮空気の一部を前記洗浄剤貯留部へと導く第１配管と、
　前記洗浄剤貯留部に貯留された前記洗浄剤を前記圧縮空気とともに前記過給機のタービ
ンへと導く第２配管と、
を備えた過給機洗浄装置を用いた過給機の洗浄方法であって、
　前記圧縮空気貯留部から前記内燃機関へ前記圧縮空気を供給するエアブロー時に、前記
第１配管を介して供給された前記圧縮空気によって、前記洗浄剤貯留部に貯留された前記
洗浄剤を、前記第２配管を介して前記過給機のタービンへと供給することを特徴とする過
給機の洗浄方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、過給機洗浄装置、これを備えた過給機およびこれを備えた内燃機関、並びに
過給機の洗浄方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　過給機において、タービンなどの燃焼ガスに曝される部分には、煤塵（カーボン含有粒
子）が堆積しやすい。煤塵の堆積を放置し、整備を怠った場合、タービンの回転が不安定
となり、過給機の破損、主機関の停止を招く恐れがある。しかし、堆積した煤塵は過給機
の内部に固着しており、簡単に除去することはできない。
【０００３】
　固着した煤塵を除去する方法としては、温水浸洗浄、ブラスト洗浄、洗浄剤による洗浄
、固形洗浄、水洗浄などが挙げられる。温水浸洗浄、ブラスト洗浄、及び洗浄剤による洗
浄は、過給機を停止して洗浄を行う。固形洗浄及び水洗浄は、過給機の運転中に洗浄を行
う。現在は、固着した煤塵を除去する方法として、主に固形洗浄が採用されている（特許
文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平３－２６４７３６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　固形洗浄は、衝突エネルギーを利用しているため、動翼に固着した煤塵を除去するのに
は効果的であるが、流れが遅い箇所などが存在する静翼での除去効果は限定的であるとい
う課題がある。
　また、一度固着した煤塵は簡単には除去されないため、洗浄効果を高めようと硬度の高
い固形洗浄剤を投入すると、動翼チップ部の摩耗を促進してしまうという問題が生じる。
【０００６】
　一方、過給機では、燃料中に含まれる硫黄分により硫酸が生成される。硫酸は、過給機
内を腐食させるという問題がある。特許文献１では、固体洗浄剤にＭｇ（ＯＨ）２等を混
合させて洗浄を行うことによって凝縮した硫酸を中和し、ボイラ水管表面の腐食を抑制す
ることを提案している。しかしながら、煤塵付着を防止させたい部分に均一に付着させる
ことが難しく、以下に説明するような技術課題がある。
【０００７】
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　常用負荷で運転中の内燃機関の過給機のタービンは、高速で回転しており、水酸化マグ
ネシウム等を洗浄剤として用いて噴霧した場合でも、翼の高回転による遠心力で洗浄剤が
翼に付着しないという問題があった。
【０００８】
　また、水酸化マグネシウムは、３３０℃以上の高温に曝されると分解して酸化マグネシ
ウムとなり、タービンの洗浄効果を奏することができないという問題があった。
【０００９】
　また、内燃機関の停止後に機関燃焼室をエアブローする際に過給機が低回転で回るタイ
ミングに合わせて、機関内の別の空気コンプレッサから供給される圧縮空気を使って水酸
化マグネシウムを噴射することが考えられる。しかし、噴射のタイミングを計ることが難
しく、自動化が困難であるという問題があった。
【００１０】
　本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであって、より簡便な構造で過給機の
タービンに洗浄剤を付着させて、過給機のタービンの腐食を防止する過給機洗浄装置、こ
れを備えた過給機およびこれを備えた内燃機関、並びに過給機の洗浄方法を提供すること
を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記課題を解決するために、本発明の過給機洗浄装置、これを備えた過給機およびこれ
を備えた内燃機関、並びに過給機の洗浄方法は以下の手段を採用する。
　本発明の過給機洗浄装置は、内燃機関から導かれた排ガスによって駆動される過給機の
洗浄のための洗浄剤が貯留された洗浄剤貯留部と、前記内燃機関へ導く圧縮空気が貯留さ
れた圧縮空気貯留部と、該圧縮空気貯留部の前記圧縮空気の一部を前記洗浄剤貯留部へと
導く第１配管と、前記洗浄剤貯留部に貯留された前記洗浄剤を前記圧縮空気とともに前記
過給機のタービンへと導く第２配管と、を備えた過給機洗浄装置であって、前記圧縮空気
貯留部から前記内燃機関へ前記圧縮空気を供給する圧縮空気供給時に、前記第１配管を介
して供給された前記圧縮空気によって、前記洗浄剤貯留部に貯留された前記洗浄剤が前記
第２配管を介して前記過給機のタービンへと供給され、前記圧縮空気供給時は、前記内燃
機関の停止後に残存した排ガスを排出するエアブロー時とされることを特徴とする。
【００１２】
　圧縮空気貯留部の圧縮空気の一部が、第１配管によって洗浄剤貯留部へと導かれる。ま
た、洗浄剤貯留部から、そこに貯留された洗浄剤とともに圧縮空気が、第２配管を介して
過給機のタービンへと導かれる。これにより、洗浄剤を混合した空気を過給機に供給する
ことができる。第２配管は、圧縮空気を内燃機関へ導く際、具体的に、内燃機関の始動時
・停止時など、過給機の回転数が低くかつタービン温度が低い、洗浄剤の噴霧に適した条
件において用いられるため、低回転で回るタービンに適切に洗浄剤を付着させることがで
きる。この時の回転数は、例えば２００ｒｐｍとされる。これによって、過給機の回転数
が低くかつタービン温度も低い洗浄剤の噴霧に適した条件において自動的に噴霧すること
ができる。また、内燃機関へ導く圧縮機および洗浄剤を導く圧縮機を共用することができ
る。
　洗浄剤には、例えば、水酸化マグネシウム，水酸化カルシウム，マリングリッド，およ
び活性炭などが用いられる。
【００１３】
　さらに、本発明に係る過給機洗浄装置では、前記圧縮空気供給時は、前記内燃機関の始
動時、又は、前記内燃機関の停止後に残存した排ガスを排出するエアブロー時とされるこ
とを特徴とする。
【００１５】
　さらに、本発明に係る過給機洗浄装置では、前記第２配管には、前記過給機から前記圧
縮空気貯留部へと向かう流れを妨げる逆止弁が設けられていることを特徴とする。
【００１６】
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　第２配管に、過給機から圧縮空気貯留部へと向かう流れを妨げる逆止弁を設けることに
より、内燃機関の通常運転時において、過給機側から圧縮空気貯留部へと排ガスが逆流す
ることを防ぐことができる。
【００１７】
　さらに、本発明に係る過給機では、過給機洗浄装置を備えていることを特徴とする。
【００１８】
　洗浄剤を噴霧するタイミングを特別なタイミングとして把握する必要がなく、圧縮空気
を内燃機関に導くタイミングに合わせて自動的に洗浄剤を噴霧することが可能となり、過
給機のタービンを健全な状態で保つことができる。
【００１９】
　さらに、本発明に係る内燃機関では、過給機を備えていることを特徴とする。
【００２０】
　過給機を健全な状態に保つことができるので、内燃機関の運転の安定性を向上させるこ
とができる。
【００２１】
　さらに本発明に係る過給機の洗浄方法では、内燃機関から導かれた排ガスによって駆動
される過給機の洗浄のための洗浄剤が貯留された洗浄剤貯留部と、前記内燃機関へ導く圧
縮空気が貯留された圧縮空気貯留部と、該圧縮空気貯留部の前記圧縮空気の一部を前記洗
浄剤貯留部へと導く第１配管と、前記洗浄剤貯留部に貯留された前記洗浄剤を前記圧縮空
気とともに前記過給機のタービンへと導く第２配管と、を備えた過給機洗浄装置を備えた
過給機の洗浄方法であって、前記圧縮空気貯留部から前記内燃機関へ前記圧縮空気を供給
するエアブロー時に、前記第１配管を介して供給された前記圧縮空気によって、前記洗浄
剤貯留部に貯留された前記洗浄剤が前記第２配管を介して前記過給機のタービンへと供給
することを特徴とする。
【００２２】
　第２配管は、圧縮空気を内燃機関へ導く際、具体的に、内燃機関の始動時・停止時など
、過給機の回転数が低くかつタービン温度が低い、洗浄剤の噴霧に適した条件において用
いられるため、低回転で回るタービンに適切に洗浄剤を付着させることができる。これに
よって、過給機の回転数が低くかつタービン温度も低い洗浄剤の噴霧に適した条件におい
て自動的に噴霧することができる。また、内燃機関へ導く圧縮機および洗浄剤を導く圧縮
機を共用することができる。
【発明の効果】
【００２３】
　本発明によれば、内燃機関の始動時およびエアブロー時に、過給機入口へと流れる圧縮
空気に洗浄剤を混合することとしたので、低回転で回転するタイミングに合わせてタービ
ンに洗浄剤を付着させることができる。これにより、タービンへの洗浄剤の付着が容易と
なり、より簡便な構造によって、過給機のタービンの腐食を防ぎ、過給機の性能低下を防
ぐことができる。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】本発明の一実施形態に係る過給機洗浄装置を備えた過給機付き内燃機関を示した
概略構成図である。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　以下に、本発明に係る過給機洗浄装置、これを備えた過給機およびこれを備えた内燃機
関、並びに過給機の洗浄方法の一実施形態について、図１を参照して説明する。
　図１には、本発明の一実施形態に係る過給機洗浄装置を備えた過給機付き内燃機関の概
略構成が示されている。
【００２６】
　内燃機関１は、例えば、船舶に設けられた主機駆動用のディーゼルエンジンとされてい



(5) JP 6211367 B2 2017.10.11

10

20

30

40

50

る。内燃機関１には、図示しない燃料噴射ポンプから導かれた燃料と、後述する過給機５
から導かれた圧縮空気とが筒内に供給されることによって駆動される。
【００２７】
　洗浄対象となる過給機５は、エアクーラ７の上部にステーを介して設けられ、内燃機関
１から導かれた排ガスにより回転駆動される図示しないタービンと、一端にタービンが接
続された回転軸と、該回転軸の他端に接続された空気圧縮機とを備えている。この空気圧
縮機は、タービンによって得られた回転力が回転軸を介して伝達されて回転駆動させられ
るようになっており、これにより吸込空気を圧縮する。空気圧縮機によって圧縮された圧
縮空気は、エアクーラ７にて冷却された後に、内燃機関１へと供給される。
【００２８】
　タービンは、排ガスを受けて回転するタービン翼から構成されており、タービンケーシ
ング内に収容されている。タービンケーシングは、内燃機関１の排ガスマニフォールド２
から排ガスが導かれる過給機入口４と、タービン翼を通過した排ガスをタービン外へと導
く過給機出口６とに対して接続されている。
【００２９】
　内燃機関１には、主配管３を介して、始動用空気タンク（圧縮空気貯留部）１３が接続
されている。始動用空気タンク１３内には、始動用空気圧縮機１２によって所定圧まで圧
縮された圧縮空気が貯留されるようになっている。始動用空気タンク１３内に貯留された
圧縮空気は、内燃機関１の始動時に用いられ、また、内燃機関１の停止後に残存した排ガ
スを排出するエアブロー時に用いられる。
　主配管３は、上流端が始動用空気タンク１３の出口側に接続され、下流端が内燃機関１
側に接続されている。また、主配管３の中途位置には、流通する空気流れを制御する電磁
弁１５が設けられている。電磁弁１５は、制御部１４によって開閉が制御されるようにな
っている。
【００３０】
　洗浄装置は、主配管３から分岐された第１配管８と、第１配管８の下流端に接続された
洗浄粉ホッパー（洗浄剤貯留部）１１と、洗浄粉ホッパー１１の出口側に接続された第２
配管９とを備えている。
【００３１】
　第１配管８は、上流端（図において左方）が主配管３の中途位置でかつ電磁弁１５の下
流側に接続されており、下流端が洗浄粉ホッパー１１の入口側に接続されている。
【００３２】
　洗浄粉ホッパー１１は、洗浄剤（水酸化マグネシウムの粉体）を収容可能とされた容器
である。なお、水酸化マグネシウムに代えて、水酸化カルシウム、マリングリッド、活性
炭等を用いても良い。水酸化マグネシウムの粉体は、第１配管８から洗浄粉ホッパー１１
に供給された空気によって、混合攪拌され、固気二相流となって洗浄粉ホッパー１１の出
口から流出し、第２配管９へと導かれる。第２配管９の中途位置には、逆止弁１０が設け
られている。この逆止弁１０は、洗浄粉ホッパー１１や始動用空気タンク１３から過給機
５へと流れる空気流れを許容する一方で、過給機５から洗浄粉ホッパー１１や始動用空気
タンク１３へと向かう空気流れを妨げるように動作する。
【００３３】
　第２配管９は、上流端（図において左方）が洗浄粉ホッパー１１の出口側に接続されて
おり、下流端が過給機入口４に接続されている。これにより、水酸化マグネシウムの粉体
を含む空気流が過給機５のタービンの上流側に導かれるようになっている。
【００３４】
　次に、上記構成の過給機洗浄装置備えた過給機５付き内燃機関１の動作について説明す
る。
　先ず、内燃機関１の始動時には、制御部１４からの指令によって電磁弁１５が開とされ
、始動用空気タンク１３内に貯留された圧縮空気が主配管３を介して内燃機関１の燃焼室
へと導かれる。この圧縮空気により、内燃機関１のクランク軸が回転し、始動が行われる
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。この始動に連動して、第１配管８を介して圧縮空気が洗浄粉ホッパー１１へと導かれる
。
【００３５】
　洗浄粉ホッパー１１へと導かれた圧縮空気により、洗浄粉ホッパー１１内の洗浄粉（水
酸化マグネシウムの粉体）が圧縮空気とともに第２配管９を介して過給機入口４へと導か
れる。
【００３６】
　過給機５のタービンは、始動時に内燃機関１から排出された圧縮空気によって低回転で
回転する。この時の回転数は、例えば２００ｒｐｍとされる（通常運転時の回転数は例え
ば１３０００ｒｐｍ）。
　このように低回転で回るタービンに対して、第２配管９を介して導かれた洗浄粉が供給
される。これにより、適切な条件で洗浄粉をタービンに付着させることができる。
【００３７】
　圧縮空気による内燃機関１の始動が完了すると、制御部１４からの指令によって電磁弁
１５が閉とされ、始動用空気タンク１３内に貯留された圧縮空気の供給が停止される。そ
して、内燃機関１は、図示しない燃料噴射ポンプからの燃料と、過給機５からの圧縮空気
とによって通常運転を行う。この通常運転の際に、第２配管９に設けた逆止弁１０によっ
て、過給機５から洗浄粉ホッパー１１ないし始動用空気タンク１３へと向かう流れを防止
するようになっている。
【００３８】
　内燃機関１が停止直後には、燃焼室内に残存した排ガスを排出するためのエアブローを
行うために、制御部１４からの指令によって電磁弁１５が開とされ、始動用空気タンク１
３内に貯留された圧縮空気が主配管３を介して内燃機関１の燃焼室へと導かれる。この圧
縮空気により、内燃機関１の燃焼室に残存した排ガスが過給機５を介して外部へと排出さ
れる。このエアブローに連動して、第１配管８を介して圧縮空気が洗浄粉ホッパー１１へ
と導かれる。
　洗浄粉ホッパー１１から過給機入口４へと洗浄粉が導かれる工程は上述した始動時と同
様なので省略する。
　エアブロー時も、上述した始動時と同様に、過給機５のタービンは低回転で回転するの
で、適切な条件で洗浄粉をタービンに付着させることができる。
【００３９】
　以上の通り、本実施形態によれば以下の作用効果を奏する。
　主配管３から分岐させて圧縮空気を洗浄粉ホッパー１１へと導き洗浄粉を過給機入口４
へと供給することとし、始動時およびエアブロー時に合わせて洗浄粉を過給機５のタービ
ンへと供給することとした。これにより、洗浄剤を噴霧するタイミングを特別なタイミン
グとして把握する必要がなく、圧縮空気を内燃機関１に導くタイミングに合わせて自動的
に洗浄剤を噴霧することが可能となり、過給機５のタービンを健全な状態で保つことがで
きる。
　また、洗浄粉を供給するタイミングを得るための過給機５の回転数検出装置等が不要と
なるため、過給機洗浄装置の構造を、より簡便な構造とすることができる。
【００４０】
　内燃機関１の始動時やエアブロー時には、過給機５のタービンは低い回転数にて回転す
る。このタイミングで洗浄剤を供給することとしたので過給機５のタービンに洗浄剤を適
切に付着させることができる。
【００４１】
　低回転でタービンが回転していることから、活性炭等の硬度が高い洗浄剤を用いた場合
でも、タービンに傷をつけるおそれがない。これにより洗浄剤の種類を幅広く選ぶことが
できる。
【００４２】
　第２配管９に、過給機５から圧縮空気貯留部１３へと向かう流れを妨げる逆止弁１０を
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設けることとしたので、内燃機関１の通常運転時において、過給機５側から圧縮空気貯留
部１３へと排ガスが逆流することを防ぐことができる。
【００４３】
　さらに、本発明におけるタービンに耐熱塗料を塗布することで防食効果をさらに高める
ことができる。耐熱塗料としては、特に制限はないが、例えば大島工業株式会社製のパイ
ロジン（登録商標）が挙げられる。これにより金属面と排ガスを遮断することができるた
め、湿食を防ぐことができる。また、耐熱塗料標準厚さが１２μｍと通常の塗装標準厚さ
の６分の１程度と薄く、塗装前の錆落としブラスト洗浄のタービン表面は粗く、薄い耐熱
塗料の塗膜が着いた後も水酸化マグネシウム等の付着具合は良好で、耐熱塗料により防食
効果をさらに高めることができる。
【００４４】
　なお、上述した実施形態では、内燃機関として船舶に設けられた主機駆動用のディーゼ
ルエンジンとしたが、本発明はこれに限定されるものではなく、過給機を備えた内燃機関
であれば適用することができる。
【符号の説明】
【００４５】
１　内燃機関
２　排ガスマニフォールド
３　主配管
４　過給機入口
５　過給機
６　過給機出口
７　エアクーラ
８　第１配管
９　第２配管
１０　逆止弁
１１　洗浄粉ホッパー（洗浄剤貯留部）
１２　始動用空気圧縮機
１３　始動用空気タンク（圧縮空気貯留部）
１４　制御部
１５　電磁弁
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